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●はじめに
・このガイドラインは、旅館業法を活用し、保健所設置市を除く大阪府所管区域内にて「いわゆる民泊」を営業しようとされている方に対して、旅館業の許可申請（変更を含む）及び事業実施にあたり、宿泊者の滞在環境の整備等、周辺住民とのトラブル防止を図る観点から、営業者による実施が望ましい事項、営業実施上の留意事項等を示すものです。
・営業者においては、旅館業法、同法施行令、同法施行規則、大阪府旅館業法施行条例、同細則、通知（以下「法令等」という。）を遵守し、宿泊者が快適に過ごせるよう客室管理等をおこなうことは勿論のことですが、本ガイドラインに沿って事業を実施することにより、宿泊者の平穏な滞在環境を確保してください。
　また、必要に応じ本ガイドラインを変更し、又は新たなガイドラインを示すことがあります。
なお、本文中の用語については、特に断りのない限り、法令等法における定義に従うものです。

	１　建築物に関することについて


●旅館業ができる地域について
　　旅館業を行うには都市計画法・建築基準法等に基づく用途地域による規制があり、基本的に次の用途地域以外では、旅館業の建築ができません。
①第一種住居地域(旅館業に供する部分が3000㎡以下)
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
＊各市町村では、上記以外でホテル・旅館の立地について規制している場合がありますので、事前に市町村に確認してください。

●建築基準法上の用途について
　旅館業については建築基準法上の用途は「ホテル又は旅館」となります。
　既存の建物（例えばマンション等の共同住宅、一戸建て等）を活用する場合、旅館業部分の面積が200㎡を超える場合には、建築確認申請による「用途変更」が必要になります。
なお、その建物の用途が「ホテル又は旅館」の場合には、建築確認申請による用途変更は必要ありません。
ただし、旅館業部分の面積が200㎡以下の場合でも、当該建築物は建築基準法に適合した建築物でなければなりません。特に容積率等が適合しているかどうか、事前に建築部局に確認してください。
また、建築基準法では完成検査を行い、建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し
ていることを認めたときは、検査済証の交付が義務付けられています（建築基準法第７条５項）。大阪府では許可申請に際し、当該建築物が建築基準法に基づく検査を受けていること
を確認できるよう、申請書の添付資料として、検査済証の写しの提出をお願いしています。
建築物の安全対策と、維持管理を目的として、建築基準法第12条に基づく定期報告制度があり、対象となる建築物について定期報告に遺漏がある場合は、許可申請に先立ち速やかに特定行政庁へ報告手続きを行ってください。

●建物の耐震措置について（耐震診断の有無、結果の申告）
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物は、いわゆる「新耐震設計基準」ではない耐震基準での確認を受けて建築された建物になります（建築基準法施行令）。
・大阪府では、宿泊者に安心安全に滞在していただくために、新耐震基準によるものか、旧耐震基準の場合、耐震改修を済ませた物件であることを確認できることが望ましいと考えております。








●客室の床面積について
旅館・ホテル営業においては、１居室の床面積は７㎡（寝台を置く客室は９㎡）以上であることが必要となります。
簡易宿所営業においては、客室の延べ床面積は、壁、柱等の内側の測定で33㎡（ただし、申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積）以上であることが必要です。
この面積には、客室内の客専用のトイレ、浴室は含まれますが、共通の廊下、押し入れ、クローゼット、床の間、ベランダは含みません。また、面積は内法算定とします。
なお、賃貸借契約書等の面積は壁芯が主ですので、内法面積との違いに留意してください。

●施設敷地に接する道路の幅員について
　　敷地に接する道路が狭い場合、消防車や救急車などの緊急車両の通行が困難となる場合があります。幅員が４ｍ未満の場合や４ｍ以上であっても敷地と２ｍ以上接道していない場合は、緊急時の対応に支障が出る可能性があることに留意してください。

	２　消防法令について


　旅館業の消防法施行令上の用途は、施行令別表「5項(ｲ)」（ホテル・旅館・これに類するもの）とされますので、営業者においては、本用途に適合した消防用設備等や防火管理体制を満たすことが必要です。詳細は最寄りの消防署に確認・相談してください。
許可申請する前に、必要な消防用設備等、防火管理体制を整備してください。また、これら
が消防法令に適合することを証する「消防法令適合通知書」を受けるため、管轄の消防署に消防法令適合通知書の交付を申請してください。必要に応じて消防署による現地検査の実施があります。
なお、大阪府では許可申請に際し、消防法令適合通知書の写しの提出をお願いしています。
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	３　転貸及び区分所有の施設等における営業について


●転貸による旅館業の実施について
営業者が物件を借り上げ、旅館業を行う場合、営業者の物件借り上げにかかる賃貸借契約書に当該事業の用に供することが禁じられていないことの条項の記載や物件の賃貸人の承諾書を取得することにより、貸主とのトラブル防止が図れます。
また、許可申請の際には、賃貸借契約書等により賃貸人の承諾を得ていることを確認させていただきます。
（民法第612条）
　１　賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
　２　賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。







●分譲マンション等の管理規約等で旅館業に使用することが禁止されている場合
区分所有の施設（分譲マンション等）では、建物の区分所有等に関する法律第30条第１項に規定する規約（管理規約等）に違反して、事業を行うと他の区分所有者とのトラブルの原因となりますので、許可の申請の際には留意してください。
なお、標準管理規約を使用している場合、「専有する部分は専ら住宅として使用すること」になっていることが考えられ、その場合旅館業の営業が用途に反することとなりますのでご注意ください。
　なお、許可申請の際には、マンション管理規約に違反していないこと等を確認させていただきます。

	４　周辺住民に対する事前説明について


事業の円滑な実施のため、あらかじめ周辺住民に営もうとする旅館業の内容について説明を行ってください。
（１）周辺住民説明の範囲
・施設内に、本法における事業の用に供する居室以外の居室が存する場合にあっては、当該居室の使用者
・次のア又はイに掲げる建物（施設の外壁から水平距離で20メートルを超える場合を除く。）の使用者
ア  施設の存する敷地の境界線に接する敷地に存する建物
イ  施設の敷地の境界線から道路、公園等の敷地を挟んで隣接する建物の敷地境界線までの水平距離が10メートル以下である当該建物の使用者
[image: ]対象範囲の建物：
・施設内に本法における事業の用に供する居室以外の
居室が存する場合に該当する建物・・・建物①
・アに該当する建物・・・建物②
・イに該当する建物・・・建物③

対象範囲外に該当する建物：
・施設の外壁から水平距離で20mを超える・・・建物④
・アまたはイに該当しない・・・建物⑤

（２）説明事項
ア　申請をしようとする者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）
イ　施設の名称及び所在地
ウ　事業の概要
エ　苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先
オ　廃棄物の処理方法
カ　火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

（３）事前説明に際して説明方法等の留意すべき事項
・説明方法は、説明会の開催、個々の住民を訪問しての説明、文書による説明などを含みます。（申請の際には説明の対象と方法等、実施状況を記載した書類を添付してください。）トラブル防止の観点から説明会や戸別訪問による説明が望ましいと思われます。
・説明に当たっては、周辺住民等との相互の信頼関係が重要であるため、誠意をもって対応するとともに、周辺住民等に対して、意見申出方法及び問合せ先に関する案内を行ってください。
・「苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先」については、24時間通話可能な連絡先を説明資料に記載してください。
・許可後も新たに入居した周辺住民に対して説明を行うことがトラブル防止の観点からも有用です。

	[bookmark: _Hlk224131458]５　周辺住民とのトラブルの未然防止措置と発生時の適切かつ迅速な対応について


　周辺住民と調和のとれた民泊運営を行っていただくためには、苦情が発生しないよう宿泊者へ事前に十分な注意喚起を行うとともに、苦情発生時には適切かつ迅速に対応することが重要です。営業にあたっては、次の取組みを実施していただくようお願いします。

●周辺住民とのトラブルの未然防止措置
・宿泊者への利用にあたっての注意事項（廃棄物の処理方法、騒音等により周囲へ迷惑をかけいないこと等）の説明は、施設入室時に電話や口頭による説明を十分に行いましょう。
・宿泊者が理解しやすいよう廃棄物や騒音に関する注意事項は、利用案内書への記載や室内掲示だけでなく、施設の出入口付近など施設の外部に掲示して注意喚起してください。
・施設の周辺環境に応じて、施設周辺で騒がないようあらかじめ説明することも宿泊者と周辺住民とのトラブル防止に有用です。
・建物の構造上、共同住宅や長屋は生活音などが響きやすいため、室内での音の発生（特に夜間）に気を付けるよう施設の利用説明等に明記するなどし、あらかじめ説明してください。また、防音壁の装置等、防音対策をすることも有用です。
・長期の宿泊の場合は、中間時等にごみや騒音等の周辺とトラブルが発生していないか、定期的に周辺住民から聞き取りするなど状況把握に努めましょう。また、必要に応じて、再度宿泊者へ注意喚起しましょう。
・さらに、地域の実情に応じた注意喚起を行い、地域内でのトラブル防止に努めましょう。

●適切かつ迅速な苦情処理体制について
・苦情窓口については、24時間通話可能とし、事業を行う施設に応じ適切な人員の配置や責任者を定める等の体制を整備のうえ、申出内容に対して速やかに対応してください。
・苦情窓口の連絡先氏名、電話番号等を大阪府旅館業法施行要領に示された周辺住民に説明文書などで周知しておくことが必要です。また、標識（営業者氏名、施設名称及び連絡先などを記載したもの）を施設の外部から見やすい場所に設置することが必要です。（申請の際には苦情窓口の体制及びその周知方法を記載した書類を添付してください。）
・なお、現場に急行する必要がある場合に備え、通常おおむね10分程度で事業者等が駆けつけることができる体制を整備してください。
・申出内容を受けて、宿泊者へ注意等を行う場合は、宿泊者が注意事項を理解したことを確認する必要があります。メールやＳＮＳ等による一方向の方法だけでなく、電話や施設への駆けつけ等により当該行為をやめるよう求めてください。
・申出に対する対応結果は、申出者へ報告するとともに、対応経過（連絡があった日時・内容、注意等を行った日時・方法・内容、改善を確認した日時や方法等）について記録し、宿泊者名簿と合わせて、３年間保管してください。

●ごみ処理等について
・旅館業で発生したごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。処理方法は市町村等で十分確認し、法令違反の無いようにしてください。（他の居住者の一般廃棄物とは区分してください。）
・集積場所、排出時期、一般廃棄物との区分等のルール、禁止事項等を利用案内書等に明記するとともに宿泊者に直接説明することもごみの適正な処理を図るうえで重要です。また、廃棄物集積所が分かるよう立札、看板等により表示することにより、宿泊者が誤ってごみを捨てないようにできます。
・廃棄物の容器、集積所は、廃棄物、臭気、汚水等が飛散流出しないように必要に応じて措置するとともに、適切に清掃を行って常に清潔を保ち、周辺住民に迷惑をかけないようにしましょう。

	６　宿泊者の確認等について


テロ防止及び安全対策のため、次の項目に留意してください。
●宿泊者の本人確認について
宿泊者本人の確認は、対面により行うことが最も望ましい方法です。また、居室の鍵の受け渡しについても、直接行うことが最も望ましい方法です。また、施設内において、防犯カメラ等により宿泊者の施設への出入り状況を確認するとともに、録画された映像は一定期間保管することも効果的な方法です。
長期宿泊者には、定期的に宿泊者と面会を行うことも重要です。

●宿泊者名簿について
宿泊者に対し正確な記載を働きかけてください。日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保管してください。また、警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。

●居室の鍵について
宿泊者の安全安心に資するよう、居室の鍵は、カードキーシステムの導入や、鍵交換を適当な間隔で実施することにより安全対策が図れます。


	７　玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備について


旅館・ホテル営業においては、旅館業法施行令により、構造設備として宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有することが規定されています。ただし、以下の３つの基準を満たす場合は玄関帳場の代替措置とすることができます。

１　事故が発生したとき、宿泊者専用区域（客室その他専ら宿泊者の利用に供する区域をいう。以下同じ。）に無断侵入する者がいるときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
２　次の①又は②のいずれかの方法により宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況の確認を実施すること。
① 営業者自らが設置したビデオカメラ等を用いて、常時鮮明な画像により実施すること。
② 営業者と宿泊しようとする者が氏名、住所、連絡先その他本人確認に必要な情報（以下「本人確認情報」という。）及び営業者の発行する二次元コードや暗証番号等（以下「事前共有情報」という。）を事前に共有した上で、宿泊しようとする者本人が施設の自動チェックイン機器等に示した事前共有情報及び本人確認情報と、営業者の保有する事前共有情報及び本人確認情報を照合することで本人確認を実施するとともに、本人確認を受けた者に交付した鍵が無ければ宿泊者専用区域に無断で出入りできないこととしつつ、宿泊者専用区域に入ろうとする者の出入りの状況について、当該者の顔を判別できる角度で、防犯のために営業者自らが設置したビデオカメラ等により鮮明な画像で録画して、宿泊者専用区域に無断侵入する者がいるときその他の必要な時に録画した画像の確認を実施すること。
３　鍵の受渡しを適切に行うこと。

なお、簡易宿所営業については、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備の設置は必須ではありませんが、適当な規模の玄関、玄関帳場、又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいとしています。

[bookmark: _Hlk224133586]
	８　適切な保険への加入について


旅館業を営むにあたっては、事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険（火災保険、第三者に対する賠償責任保険等）へ加入することが望ましいです。

	９　緊急時における宿泊者への対応について


　緊急事態に備え、次の事項に留意してください。
●緊急時に適切に対応できる体制の整備
宿泊客の緊急を要する状況に対し、24時間体制で対応し、その求めに応じて通常おおむね10分程度で事業者等が駆けつけることができる体制を整備してください。

●火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法について
火災等の緊急事態が発生した場合に備え、警察、救急・消防の番号及び営業者への連絡方法及び初期対応の方法について、宿泊者にあらかじめ伝えておきましょう。案内書等で明記していると宿泊者の理解がより深まります。
営業者においては、緊急事態に備え24時間連絡可能とし、必要に応じて外国語で対応できる体制とするとともに、災害時の事故防止を図るため防火対策、火災時の措置等については、消防関係機関の指導を受ける等災害時の体制を常に整えておくことが重要です。

●宿泊者の病気、事故、事件等が発生した場合の対応方法について
病気、事故、事件発生時等で、宿泊者と面会が必要な場合、速やかに（夜間を含む）対応することが必要です。特に外国人の宿泊者が多い場合は、外国語で対応できる体制とすることも重要です。
また、事故等の発生に迅速で適切に対応できるよう医療機関等との通報網の整備等組織的体制を確立しておきましょう。
宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に宿泊者等がかかっており、又はその疑いがあるときは、保健所等に通報し、その指示を受けてください。

	１０　食品衛生法について


●食事の提供について
宿泊者へ食事の提供をする場合は、食品衛生法上の許可が必要になる場合があります。詳しくは、事前に食品担当へお問い合わせください。


様式第１号

	
消防法令適合通知書交付申請書

	
	年　　　月　　　日

　（　消　防　長　等　）　　様
申請者
　住所
　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

下記の営業施設について、消防法令に係る消防法令適合通知書の交付を申請します。

記
１　営業施設の名称
２　営業施設の所在地
３　申請理由区分
ア　旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による営業の許可
イ　旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号）第４条の規定による施設又は設備の変更届出
ウ　国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３条又は第１８条第１項の規定による登録
エ　国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第７条第１項ヌは第１８条第２項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
オ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３条の規定による営業許可
力　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第９条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出
キ　興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第２条の規定による営業の許可
ク　大阪府興行場条例（昭和５９年大阪府条例第４０号）第４条の規定による変更の届出
ケ　公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条の規定による営業の許可
コ　公衆浴場法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号）第４条の規定による変更の届出
	

	
	整理番号
	
	交付番号
	
	

	
	受理年月日
	
	交付年月日
	
	

	
	
備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　申請者が法人である場合は、その名称及び代表者氏名を記入すること。
３　「申請理由区分」は、当該交付申請理由の区分に応じ、アからコのいずれかに○をすること．
４　許可又は届出等に係る申請書の写し、許可又は届出部分の建築図面の写し、登記簿謄本の写し、その他必要な資料を添付すること。
	





　


































様式第２号

	
消防法令適合通知書

	
	
年　　　月　　　日
　様
（　消　防　長　等　）　　印

年　　月　　日付けで交付申請のあった下記の営業施設について、消防法令に適合していると認め、通知します。

記
１　営業施設の名称
２　営業施設の所在地
３　申請者
４　立入検査実施日　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
５　申請理由区分
ア　旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による営業の許可
イ　旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号）第４条の規定による施設又は設備の変更届出
ウ　国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３条又は第１８条第１項の規定による登録
エ　国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第７条第１項ヌは第１８条第２項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
オ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３条の規定による営業許可
力　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第９条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出
キ　興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第２条の規定による営業の許可
ク　大阪府興行場条例（昭和５９年大阪府条例第４０号）第４条の規定による変更の届出
ケ　公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条の規定による営業の許可
コ　公衆浴場法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号）第４条の規定による変更の届出
６　備　考


	

	
	
備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　「申請理由区分」は、当該交付申請理由の区分に応じ、アからコのいずれかに○をすること。
	









































施設外注意喚起表示例
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